
柏崎市地域防災計画（原子力災害対策編）
修正(案)の概要

柏崎市地域防災計画柏崎市地域防災計画柏崎市地域防災計画柏崎市地域防災計画（（（（原子力災害対策編原子力災害対策編原子力災害対策編原子力災害対策編））））修正修正修正修正（（（（案案案案））））のののの概要概要概要概要

○主な修正点 ページ番号

1. 計画の基礎とするべき災害の想定に「過酷事故」を明記 【第１章第５節】 ・・・・・３

2. 緊急時の意思決定のための基準（ＥＡＬ、ＯＩＬ）に関する内容 【第１章第６節】 ・・・・・４

3. 発電所の状態に基づいた緊急事態の区分の設定 【第１章第７節】 ・・・・・５

4. 広域的相互応援体制の強化・促進 【第２章第５節】 ・・・・・６

5. 民間事業者の協力を考慮した災害応急対策等への備え 【第２章第５節】 ・・・・・７

6. 実践的な原子力防災訓練の実施 【第２章第９節】 ・・・・・８

7. 緊急時モニタリング体制 【第２章第４節】【第２章第10節】【第３章第４節】 ・・・・・９

8. 安定ヨウ素剤の事前配布体制等の整備 【第２章第11節】 ・・・・・10

9. スクリーニング及び除染体制の整備 【第２章第11節】 ・・・・・11

10. 放射線防護機能を有する施設等の整備 【第２章第12節】 ・・・・・12

11. 園児、児童、生徒等の保護者への引き渡しルールの定め 【第２章第12節】【第３章第６節】 ・・・・・13

12. 家庭動物の同行避難 【第２章第12節】【第３章第６節】 ・・・・・14

13. 広域避難体制の強化 【第２章第13節】【第３章第６節】 ・・・・・15

14. 災害対策本部等の設置基準の強化 【第３章第１節】【第３章第２節】 ・・・・・16

15. 緊急事態の区分に応じた防護対策等の実施 【第３章第２節】【第３章第６節】 ・・・・・17

16. コミュニティセンターを核とした情報提供の強化 【第３章第５節】 ・・・・・18

17. 施設敷地緊急事態要避難者に対する先行避難 【第３章第６節】 ・・・・・19

18. 安定ヨウ素剤の予防服用の指示 【第３章第８節】 ・・・・・20

19. 原子力災害中長期対策を踏まえた修正 【第５章第８節】 ・・・・・21

※柏崎市地域防災計画（原子力災害対策編）は、福島第一原子力発電所事故の教訓とその時点での国等の検討状
況を踏まえ、原子力災害対策の広域展開を初めて考慮した第一回目の修正を平成２４年１０月１日に実施した。

※新潟県地域防災計画（原子力災害対策編）は、国の防災基本計画の修正、原子力災害対策指針の改正等を踏ま
え、平成２６年３月２５日開催の県防災会議で修正された。

※今回の柏崎市地域防災計画（原子力災害対策編）の修正は、第一回目の修正以降において改正が重ねられた原
子力災害対策指針の内容と、新潟県地域防災計画（原子力災害対策編）の修正を受け、その整合性と原子力災
害対策の充実及び強化を図ることを目的に実施するものである。
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第１１１１章章章章 総総総総 則則則則 第第第第５５５５節節節節 計画計画計画計画のののの基礎基礎基礎基礎とするべきとするべきとするべきとするべき災害災害災害災害のののの想定想定想定想定

計画の基礎とするべき災害は、広範囲に放射性物質が拡散

するような事故を想定する。

計画の基礎とするべき災害は、発電所からの放射性物質及

び放射線の放出形態が過酷事故（発電所を設計する際に考

慮されている事故を上回る事故であり、適切な炉心の冷却又

は反応度の制御ができない状態になり、炉心溶融又は原子

炉格納容器破損に至る事象等をいう。）を想定する。

⇒過酷事故を明記することで、放出後のみの対策だけではなく、発電所の事故事象の

進行を考慮した原子力災害対策の実効を図る。

１１１１.... 計画計画計画計画のののの基礎基礎基礎基礎とするべきとするべきとするべきとするべき災害災害災害災害のののの想定想定想定想定にににに「「「「過酷事故過酷事故過酷事故過酷事故」」」」をををを明記明記明記明記
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第１１１１章章章章 総総総総 則則則則 第第第第６６６６節節節節 原子力災害対策原子力災害対策原子力災害対策原子力災害対策をををを実施実施実施実施すべきすべきすべきすべき地域地域地域地域のののの範囲範囲範囲範囲

即時避難区域（ＰＡＺ）、避難準備区域（ＵＰＺ）における原子力

災害対策の考え方の根拠については定めていない。

・即時避難区域（ＰＡＺ）は、放射性物質の環境への放出前の

段階から、発電所の状態等に基づく緊急事態判断基準（以下

「ＥＡＬ」という。）を踏まえ予防的防護措置を準備、実施する。

・避難準備区域（ＵＰＺ）は、空間放射線量率や環境試料中の

放射性物質の濃度等の原則計測可能な値で表される運用上

の介入レベル（以下「ＯＩＬ」という。）の考え方に基づき屋内退

避や避難を準備、実施する。ただし、必要に応じて線量率の

予測結果も考慮する。

⇒即時避難区域（ＰＡＺ）避難準備区域（ＵＰＺ）毎の原子力災害対策の考え方の違いを

明記し、それぞれの応急対策を計画、実施する。

２２２２.... 緊急時緊急時緊急時緊急時のののの意思決定意思決定意思決定意思決定のためののためののためののための基準基準基準基準（ＥＡＬ、ＯＩＬ）（ＥＡＬ、ＯＩＬ）（ＥＡＬ、ＯＩＬ）（ＥＡＬ、ＯＩＬ）にににに関関関関するするするする内容内容内容内容
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第１１１１章章章章 総総総総 則則則則 第第第第７７７７節節節節 発電所発電所発電所発電所のののの状態状態状態状態にににに基基基基づくづくづくづく緊急事態区分緊急事態区分緊急事態区分緊急事態区分のののの設定設定設定設定

発電所の状況に応じた緊急事態の区分はしていない。

緊急事態の初期対応段階においては、情報収集により事態

を把握し、発電所の状況や当該施設からの距離等に応じ、

防護措置の準備や実施等を適切に進めることが重要である。

このような対応を実現するため、発電所の状況に応じて、緊

急事態を以下のとおり区分する。

１ 警戒事態 ２ 施設敷地緊急事態 ３全面緊急事態

⇒緊急事態区分毎に関係者が共通の認識に基づき原子力災害対策を計画・実施する

ことでより実効性を高める。なお、この緊急事態の区分は、事業者防災業務計画と整合

性を考慮している。

３３３３.... 発電所発電所発電所発電所のののの状態状態状態状態にににに基基基基づいたづいたづいたづいた緊急事態緊急事態緊急事態緊急事態のののの区分区分区分区分のののの明記明記明記明記
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第２２２２章章章章 原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策 第第第第５５５５節節節節 緊急事態応急体制緊急事態応急体制緊急事態応急体制緊急事態応急体制のののの整備整備整備整備

市は、全国原子力発電所所在市町村協議会で締結している「原子力
災害時の相互応援に関する協定（以下「原子力災害時相互応援協
定」という。）」のほか、関係市町村間及び関係機関と締結している相
互応援協定を、原子力災害時においても活用する。

市は、県及び国と協力し、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避
難やスクリーニング等の場所等に関する広域的な応援要請並びに、
必要に応じて、被災時に他の市町村と相互に後方支援を担える体制
の整備に向けて、県の協力のもと、市町村間の応援協定締結の促
進を図り、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の
手順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活
動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制、
後方支援等について必要な準備を整える。

⇒広域避難を想定し、他の市町村との応援体制の強化を図るとともに、必要な支援体制

について整理する。

４４４４.... 広域的相互応援体制広域的相互応援体制広域的相互応援体制広域的相互応援体制のののの強化強化強化強化・・・・促進促進促進促進
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第２２２２章章章章 原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策 第第第第５５５５節節節節 緊急事態応急体制緊急事態応急体制緊急事態応急体制緊急事態応急体制のののの整備整備整備整備

民間企業との連携については定めがない。

（市計画に記載なし）

市は、平常時から関係機関、企業等との間で協定を締結する

など連携強化を進めることにより、災害発生時に各主体が迅

速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努める。また、

民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の

整理の支援、支援物資の管理・輸送等）については、あらかじ

め、民間事業者との間で協定を締結しておくなど協力体制を

構築し、民間事業者のノウハウや能力等を活用する。

⇒市、県、国及び関係機関だけでは対応できない事案を想定し、積極的に民間企業と

の連携を強化する。

５５５５.... 民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者のののの協力協力協力協力をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした災害応急対策等災害応急対策等災害応急対策等災害応急対策等へのへのへのへの備備備備ええええ
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第２２２２章章章章 原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策 第第第第９９９９節節節節 原子力防災訓練原子力防災訓練原子力防災訓練原子力防災訓練

市は、県、国、関係市町村、その他関係機関及び原子力事業

者と協力し、原子力防災に関する協力及び防災体制の確立

並びに関係職員の防災技術の向上を図り、併せて防災意識

の高揚を図るため、訓練計画を策定し、定期的に訓練を実施

する。

訓練の実施に当たっては、参加者に事前にシナリオを知らせ

ない訓練、訓練開始時間を知らせずに行う訓練、机上におい

て想定事故に対する対応や判断試す訓練等工夫を施し、より

実践的なものとなるよう努める。

⇒より実践的な原子力防災訓練を実施することで、原子力災害対策の実効性を図る。

６６６６.... 実践的実践的実践的実践的なななな原子力防災訓練原子力防災訓練原子力防災訓練原子力防災訓練のののの実施実施実施実施
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第２２２２章章章章 原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策

第第第第４４４４節節節節 原子力防災専門官及原子力防災専門官及原子力防災専門官及原子力防災専門官及びびびび地方放射線地方放射線地方放射線地方放射線モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング対策官対策官対策官対策官とのとのとのとの連携連携連携連携

第第第第10101010節節節節 緊急時緊急時緊急時緊急時モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング体制体制体制体制

第第第第３３３３章章章章 緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策 第第第第４４４４節節節節 緊急時緊急時緊急時緊急時モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング等等等等

旧原子力安全委員会による「環境放射線モニタリング指針」に

示された内容に基づく記載。

原子力災害対策指針に基づき、国が緊急時モニタリングセン

ターを統括し、地方公共団体及び原子力事業者が連携し「緊

急時モニタリング」を実施する。緊急時モニタリング実施計画

の基礎となる緊急時モニタリング計画は県が策定する。

⇒緊急時モニタリングは、国が統括し、その初動は県が対応することとされ、その体制に

ついて明記するとともに地方放射線モニタリング対策官との連携も考慮する。

⇒緊急時モニタリングの結果は、ＯＩＬに基づく防護措置の判断根拠等として使用される。

７７７７.... 緊急時緊急時緊急時緊急時モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング体制体制体制体制
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第２２２２章章章章 原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策 第第第第11111111節節節節 緊急被緊急被緊急被緊急被ばくばくばくばく医療体制医療体制医療体制医療体制

安定ヨウ素剤の事前配布体制等についての定めがない。

原子力災害対策指針を踏まえ、県の指導のもと即時避難区

域（ＰＡＺ）内及び即時避難区域（ＰＡＺ）外であって安定ヨウ素

剤の事前配布が必要と判断される地域の住民等に対する安

定ヨウ素剤の事前配布体制並びに緊急時における安定ヨウ

素剤の配布体制を整備し、速やかに安定ヨウ素剤の予防服

用が行えるよう、準備する。

⇒安定ヨウ素剤については、これまで分散備蓄体制が定められていたが、原子力災害

対策指針を踏まえ、事前配布体制及び緊急時配布体制の整備について明記する。

⇒具体については新潟県広域避難対策等検討ワーキングチームで検討中。

８８８８.... 安定安定安定安定ヨウヨウヨウヨウ素剤素剤素剤素剤のののの事前配布体制等事前配布体制等事前配布体制等事前配布体制等のののの整備整備整備整備
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第２２２２章章章章 原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策 第第第第11111111節節節節 緊急被緊急被緊急被緊急被ばくばくばくばく医療体制医療体制医療体制医療体制

スクリーニング等の体制整備実施者が不明確。

県は、国、医療機関、関係機関等と連携し、住民等が避難区

域等から避難する際に、住民に対してスクリーニング及び除

染を実施する体制を整備する。

⇒広域避難を想定し、スクリーニング及び除染の実施主体が県であることを定める。

９９９９.... スクリーニングスクリーニングスクリーニングスクリーニング及及及及びびびび除染体制除染体制除染体制除染体制のののの整備整備整備整備
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第２２２２章章章章 原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策 第第第第12121212節節節節 避難避難避難避難・・・・屋内退避実施体制屋内退避実施体制屋内退避実施体制屋内退避実施体制のののの整備整備整備整備

避難が困難なことを想定した屋内退避施設の整備については

言及していない。

県及び国と協力し、即時避難が容易でなく、一定期間とどまら

ざるを得ないことを想定し、放射線防護機能を有する施設等

の整備を検討する。

⇒福島事故の教訓を踏まえ、避難指示下において、容易に避難することが困難な避難

者に対する防護措置を検討する。

10.10.10.10. 放射線防護機能放射線防護機能放射線防護機能放射線防護機能をををを有有有有するするするする施設等施設等施設等施設等のののの整備整備整備整備

12



現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第２２２２章章章章 原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策 第第第第12121212節節節節 避難避難避難避難・・・・屋内退避実施体制屋内退避実施体制屋内退避実施体制屋内退避実施体制のののの整備整備整備整備

第第第第３３３３章章章章 緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策 第第第第６６６６節節節節 避難避難避難避難・・・・屋内退避等屋内退避等屋内退避等屋内退避等のののの防護措置防護措置防護措置防護措置

学校等の管理者に対し、原子力災害が発生したことを想定し

た行動計画の策定を求めているのみ。保護者への生徒等の

受け渡しに関する定めはない。

子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における

幼稚園・保育所等施設との連絡及び連携体制の構築に努め

るとともに、県と連携し、学校等が保護者との間で、災害発生

時における生徒等の保護者への引渡しに関するルールをあ

らかじめ定める。

⇒学校等の防護対策については、市の支援の下、各施設毎に避難・屋内退避の計画を

策定する。実際の防護措置を実施するまでの間、生徒等を保護者へ引き渡すことをはじ

め、生徒等の移送等に係る取り決めを定める必要がある。

なお、学校等施設に必要とされる支援内容については、引き続き管理者等と協議しな

ければならない。

11.11.11.11. 園児園児園児園児、、、、児童児童児童児童、、、、生徒等生徒等生徒等生徒等のののの保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの引引引引きききき渡渡渡渡しルールのしルールのしルールのしルールの定定定定めめめめ
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第２２２２章章章章 原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策 第第第第12121212節節節節 避難避難避難避難・・・・屋内退避実施体制屋内退避実施体制屋内退避実施体制屋内退避実施体制のののの整備整備整備整備

第第第第３３３３章章章章 緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策 第第第第６６６６節節節節 避難避難避難避難・・・・屋内退避等屋内退避等屋内退避等屋内退避等のののの防護措置防護措置防護措置防護措置

家庭動物の避難等については定めがない。

・飼い主による家庭動物との同行避難を明記。

・受入可能市町村等の協力のもと、必要に応じ、避難所にお

ける家庭動物のためのスペースの確保に努める。

⇒災害時におけるペットの救護対策ガイドライン（環境省）に基づき、家庭動物※は飼い

主責任による同行避難を原則とし、個人での対応に限界があることに備え、行政による

支援体制を整備する。

※家庭動物＝愛がん動物又は伴侶動物（コンパニオンアニマル）として家庭等で飼養及び保管されて
いる動物並びに情操の涵養及び生態観察のため飼養及び保管されている動物をいう。

12.12.12.12. 家庭動物家庭動物家庭動物家庭動物のののの同行避難同行避難同行避難同行避難
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第２２２２章章章章 原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策原子力災害事前対策 第第第第13131313節節節節 広域避難体制広域避難体制広域避難体制広域避難体制のののの整備整備整備整備

第第第第３３３３章章章章 緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策 第第第第６６６６節節節節 避難避難避難避難・・・・屋内退避等屋内退避等屋内退避等屋内退避等のののの防護措置防護措置防護措置防護措置

広域避難の実施を定めているが、市、受入可能市町村、県及

び関係機関の役割まで定めていない。

・広域避難が必要となる場合に備え、県の調整のもと選定さ

れた県内受入可能市町村と協議し、広域一時滞在に必要な

避難所をその施設管理者の同意を得た上であらかじめ指定

する。

・受入可能市町村は、県と連携し、緊急時に避難者に対応す

るためのあらかじめ指定した避難所を開設する。

・災害対策本部と受入可能市町村との連絡調整のため、受

入可能市町村に職員を派遣する。

⇒職員による広域避難先遣隊を受入可能市町村に派遣し、避難者の受入準備や避難

所における避難者状況等を災害対策本部に報告する。

⇒広域避難の実施に係る詳細については、引き続き県及び関係市町村と協議する。

13.13.13.13. 広域避難体制広域避難体制広域避難体制広域避難体制のののの強化強化強化強化
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第３３３３章章章章 緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策

第第第第１１１１節節節節 災害対策本部等災害対策本部等災害対策本部等災害対策本部等のののの組織及組織及組織及組織及びびびび運営運営運営運営

第第第第２２２２節節節節 情報情報情報情報のののの収集収集収集収集・・・・連絡連絡連絡連絡、、、、緊急連絡体制及緊急連絡体制及緊急連絡体制及緊急連絡体制及びびびび通信通信通信通信のののの確保確保確保確保

地震等自然災害に対する警戒活動はこれまで定めておらず、

柏崎市地域防災計画（震災対策編）に準じた内容だった。

原子力災害対策指針の改定及び国の原子力災害対策マニュアル
の改訂を受け、地震の発生や、大津波警報の発令時における対策
本部等の設置について新たに盛り込む。
・本市又は刈羽村で震度５弱以上を観測する地震が発生した場合、
情報収集事態とし、市は警戒本部を設置し、連絡体制の確立等の
必要な体制を構築する。
・県内で震度６弱以上を観測する地震が発生した場合、又は、県内
で大津波警報が発令された場合、警戒事態とし、市は警戒本部を設
置する。

⇒これまで発電所の事象の進展に伴い対策本部等が設置されてきたが、自然災害現象

に伴う市の活動体制の整備を図るもの。

14.14.14.14. 災害対策本部等災害対策本部等災害対策本部等災害対策本部等のののの設置基準設置基準設置基準設置基準のののの強化強化強化強化
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第３３３３章章章章 緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策

第第第第２２２２節節節節 情報情報情報情報のののの収集収集収集収集・・・・連絡連絡連絡連絡、、、、緊急連絡体制及緊急連絡体制及緊急連絡体制及緊急連絡体制及びびびび通信通信通信通信のののの確保確保確保確保

第第第第６６６６節節節節 避難避難避難避難・・・・屋内退避等屋内退避等屋内退避等屋内退避等のののの防護措置防護措置防護措置防護措置

未満事象、特定事象の発生に応じた連絡体制と防護対策

・警戒事態発生情報等の通報・連絡

・施設敷地緊急事態発生情報等の通報・連絡

・全面緊急事態における通報・連絡

について、独立して記載。

放射性物質の放出等に伴う放射線被ばくから住民等を防護

するため、緊急事態等の状況に応じ、避難・屋内退避等の防

護措置を講ずる。

⇒警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急事態の緊急事態区分に応じた連絡体制と

防護対策について整理。

15.15.15.15. 緊急事態緊急事態緊急事態緊急事態のののの区分区分区分区分にににに応応応応じたじたじたじた防護対策等防護対策等防護対策等防護対策等のののの実施実施実施実施
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第３３３３章章章章 緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策 第第第第５５５５節節節節 住民等住民等住民等住民等へのへのへのへの的確的確的確的確なななな情報伝達活動情報伝達活動情報伝達活動情報伝達活動

コミュニティセンターを活用し、自主防災組織等へ情報提供に

努める。

コミュニティセンターを災害時の地域情報集積地として位置付

け、必要に応じ職員を派遣し、災害対策本部や地域からの情

報収受及びその伝達のほか、自主防災組織等への情報提供

に努める。

⇒住民等への情報伝達は、多重化・多様化を図るが、災害対策本部等と地域との確実

な情報及び指示伝達に資するため、職員による緊急時地区派遣隊を全てのコミュニティ

センターに派遣する。移動型無線機を携帯した緊急時地区派遣隊員は、災害対策本部

等の決定事項等を自主防災組織等に伝達し、コミュニティの状況を災害対策本部等に

報告する。

16.16.16.16. コミュニティセンターをコミュニティセンターをコミュニティセンターをコミュニティセンターを核核核核としたとしたとしたとした情報提供情報提供情報提供情報提供のののの強化強化強化強化
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第３３３３章章章章 緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策 第第第第６６６６節節節節 避難避難避難避難・・・・屋内退避等屋内退避等屋内退避等屋内退避等のののの防護措置防護措置防護措置防護措置

即時避難区域（ＰＡＺ）の住民等に対する避難指示は一律に指

示。

・「施設敷地緊急事態要避難者」

⇒避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ、避難の

実施により健康リスクが高まらない要配慮者、安定ヨウ素

剤を事前配布されていない者及び安定ヨウ素剤の服用が

不適切な者のうち、施設敷地緊急事態において早期の避

難等の防護措置が必要な者をいう。

・施設敷地緊急事態要避難者に対する避難措置は、警戒事

態で避難準備、施設敷地緊急事態で避難指示を行う。なお、

これ以外の住民等に対する避難指示は全面緊急事態で実

施する。
⇒即時避難区域（ＰＡＺ）は、原則すべての住民等が避難を実施する。その際、円滑な

避難・誘導の実施のため、施設敷地緊急事態要避難者に係る防護措置を先行する。

17.17.17.17. 施設敷地緊急事態要避難者施設敷地緊急事態要避難者施設敷地緊急事態要避難者施設敷地緊急事態要避難者にににに対対対対するするするする先行避難先行避難先行避難先行避難
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第３３３３章章章章 緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策緊急事態応急対策 第第第第８８８８節節節節 緊急被緊急被緊急被緊急被ばくばくばくばく医療医療医療医療のののの実施実施実施実施

安定ヨウ素剤等服用の指示
県は、国の原子力災害現地対策本部より、安定ヨウ素剤等の服用の指示又は指導・助

言があった場合、安定ヨウ素剤等の服用を指示する。

なお、緊急の場合、県は、医師の意見を聞いて服用を指示する。

安定ヨウ素剤の予防服用
市は、県、医療機関等と連携し、原子力規制委員会の判断を踏まえた原子力災害対

策本部の指示に基づき、速やかに安定ヨウ素剤を服用できるよう必要な措置を講じる。

（１）事前配布された安定ヨウ素剤の服用

市は、県と連携し、原子力緊急事態宣言が発出された時点で、原子力災害対策本

部の指示に基づき、安定ヨウ素剤の服用を指示する。

（２）緊急時に配布される安定ヨウ素剤の服用指示

市は、原子力災害対策本部の指示に基づき、原則として医師の関与の下で、安定

ヨウ素剤を配布するとともに、服用を指示する。

（３）事態の進展が急速な場合であって、原子力規制委員会の判断を得ることができな

いなどのとき、市は、独自の判断により安定ヨウ素剤の服用を指示する。

⇒原子力災害対策本部の安定ヨウ素剤の服用に係る指示は、原子力規制委員会の

判断を踏まえ、原則として、避難指示と併せて行うこととされている。

18.18.18.18. 安定安定安定安定ヨウヨウヨウヨウ素剤素剤素剤素剤のののの予防服用予防服用予防服用予防服用のののの指示指示指示指示
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現行

要旨

修修修修

正正正正

案案案案

要要要要

旨旨旨旨

第第第第５５５５章章章章 原子力災害中長期対策原子力災害中長期対策原子力災害中長期対策原子力災害中長期対策 第第第第８８８８節節節節 被災者等被災者等被災者等被災者等のののの生活再建等生活再建等生活再建等生活再建等のののの支援支援支援支援

原子力災害が中長期化した際の生活再建に関する内容がな

かった。

県、国及び関係団体等と連携し、被災者等の生活再建に向

けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理

のための仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生

活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、心身のケア

等生活全般にわたってきめ細かな支援に努める。

⇒福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、原子力災害が長期化することを想定し、

事故収束後における行政の役割についても検討する。

19.19.19.19. 原子力災害中長期対策原子力災害中長期対策原子力災害中長期対策原子力災害中長期対策をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた修正修正修正修正
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